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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、法令遵守の下、経営の公平性・透明性を確保した上で、環境の変化に迅速かつ柔軟な対応ができる体制を整備し、意思決定及び事業遂
行を実施してまいります。また、内部統制の強化及び適時・適切な情報開示体制を確立することにより持続的発展を実現させるとともに、株主をは
じめとする顧客・従業員・地域社会等からの信任を得ることが重要であると考えます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則4-2-①】

中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬は実施しておりませんが、今後効果的であると判断すれば実施を検討いたします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】

当社は、政策保有株式は保有しておりません。

今後も保有しない方針ではありますが、保有する際は、相手先企業との中長期的な取引関係の維持・強化を通じて、当社の中長期的な企業価値
向上に資するか、保有合理性を取締役会において検討し、事業年度毎に政策保有株式の合理性を確認してまいります。政策保有株式に係る議
決権行使につきましては、保有先企業の中長期的な企業価値の向上や株主利益の向上に資するものか否か、また、当社への影響等を踏まえ、
総合的に議案ごとの賛否を判断いたします。

【原則1-7】

当社は、当社の役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を原則として実施しない方針です。

役員や主要株主等との取引を行う際は、合理性や取引条件について、あらかじめ取締役会での事実説明・承認決議を必要としております。加え
て、監査等委員が年1回関連当事者取引に関する調査を実施し、当社との取引の有無について監視を行っております。

関連当事者との取引につきましては、担当部署が該当者との取引を抽出・集計し、開示しております。

【補充原則2-4-①】

当社はこれまでも、異なる考え方や価値観を持った者同士が融合することにより、同質な人の集まりによる固定観念や既存の価値観から脱却し、
全く新しい発想やアイデア等が生まれる環境を作ることができると考えており、多様性の確保を重要視して取り組んでおります。

外国人につきましては、設立当初より日本人と中国人の比率を半々とする日中融合を意識した人員構成としているため、一方がマイノリティになる
こともなく国籍による処遇の差はございません。また、近年では韓国やベトナム、ミャンマー等、中国人以外の採用も促進し、外国人に対する多様
性は定着しております。その結果、全社員における外国人比率は2024年度実績で45.2％、外国人の管理職者比率は45.7％となっています。今後
もこの水準を維持してまいります。

女性につきましては、当社が属する情報サービス産業における女性の比率は24.7％、管理職者比率は8.1％と低い業種(*)ですが、当社では2024
年度の全社員における女性比率は23.4％、管理職者比率は10.2％となっており、それぞれ業界平均に比べて-1.3ポイント、+2.1ポイントとなってお
ります。

　　* 「一般社団法人情報サービス産業　2023年版基本統計調査報告書」より

このような背景を鑑み、当社では継続して女性の採用を積極的に推進し、全社員比率30％、管理職者比率15％を目指してまいります。

中途採用につきまして、当社は事業の成長段階にあたり、即戦力となる中途採用者を多く採用しております。そのため、2024年度の採用者におけ
る中途採用者比率は32.9％となっております。また、管理職者における中途採用者比率は2024年度実績で78.4％となっております。

現在は新卒採用者と中途採用者のバランスを考慮して採用を行っているため、この比率は緩やかに低下すると予想しておりますが、暫くはこの水
準が続くと見込んでおります。

なお、人的資本に関するデータ詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。

https://www.basenet.co.jp/company/sustainability/

【原則2-6】

当社では、企業年金制度は整備しておりません。

今後、制度を整備する際にはアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、人事面・運用面における取組みを行うとともに、これを開示
してまいります。運用の際に生じうる企業年金の受益者と会社との間の利益相反についても、適切に管理してまいります。

【原則3-1】

(ⅰ)会社の目指すところ（経営理念等）は当社のホームページ（https://www.basenet.co.jp/company/）に記載しております。経営戦略、経営計画
は有価証券報告書に記載しております。

(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針はコーポレート・ガバナンス報告書及び有価証券報告書等で開示しております。

(ⅲ)取締役の報酬については、株主総会にて決定された報酬総額を限度とし、「役員報酬に関する内規」を踏まえて取締役（監査等委員である取
締役を除く。）は取締役会、監査等委員である取締役は監査等委員会においてそれぞれ決定しております。これらのいずれの場合におきまして



も、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会において審議し、答申結果を尊重した上で取締役会において決議を行っております。指名報酬委員
会は、取締役会の任意の諮問機関として取締役の指名・報酬等の決定に係るプロセスの透明性・客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンスの
一層の充実を図ることを目的としております。

(ⅳ)監査等委員を除く取締役について、当社の事業全般に関して提言できる能力、経験及び知見や社内取締役に関しては担当業務の遂行能力
等を総合的に勘案した上で取締役会において候補者を選定し、株主総会の決議により決定いたします。監査等委員である取締役については、専
門分野の経験及び知見に加え、独立した立場で経営の監視・監督が行える能力を重視し、監査等委員会の同意を得た上で取締役会において候
補者を選定し、株主総会の決議により決定いたします。

また、当社の取締役の解任については、当該取締役が当社の「役員規程」に違反した場合、あるいは取締役として不正・不当な行為があると認め
られた場合において、代表取締役または取締役が提案し、監査等委員以外の取締役の解任は、取締役会で決議した上で株主総会議案（普通決
議）として、監査等委員の解任は、監査等委員会で決議した上で株主総会議案（特別決議）として、それぞれ提出いたします。これらのいずれの場
合におきましても、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会において審議し、答申結果を尊重した上で取締役会において決議を行っております。

(ⅴ)取締役の選任理由については、株主総会の参考書類に記載しております。株主総会招集通知は当社ホームページ（https://www.basenet.co.j
p/ir/index.html）で開示しております。

【補充原則3-1-③】

＜サステナビリティの考え方＞

当社のサステナビリティにつきましては、「現在世界規模で深刻化している環境問題や経済・社会問題等の解決に貢献するべく、ESGの課題に対
して真摯に取り組むとともに、対応方針や実施状況等に関して積極的な情報開示を行うことにより、企業の持続可能性（サステナビリティ）や中長
期的な企業価値の向上を実現すること」と基本方針を定め、推進体制を整えております。

＜人的資本・知的財産等への投資等＞

当社は毎年20％以上の持続的成長を目指しておりますが、その成長を生み出す資本は人材です。その知的活動によって生み出されたアイデアや
創作物等の知的財産が企業価値を更に高めていくこととなるため、その価値をいかに高めていくかが経営戦略上も非常に重要だと考えます。

そこで当社では人材の質と量の両立を高次元で実現すべく、採用と教育に注力しております。

当社では、ベースグループが継続的成長を目指していく上で必要不可欠なグループ全体の求心力となる経営理念、および、その理念に基づき実
際に行動に移すための行動規範等を「BASE WAY」と称して全社員への周知を図っています。

これにより、当社の価値観や行動様式が共有され、将来に亘って当社の文化や企業マインドがしっかりと受け継がれていくことを期待しています。

＜TCFD等の枠組みに基づく開示＞

a. ガバナンス

(ⅰ) 取締役会による監視体制

サステナビリティ関連のガバナンス体制については、総合企画部を所管部門として、サステナブル経営を推進するための具体的な施策の取りまと
めや実施状況の確認、役員のみが参加する経営会議において議論・評議等を行っております。

取締役会は、経営会議で議論・評議された内容の報告を受け、当社グループの環境問題への対応方針および実行計画等についての議論・決議、
ならびに監督を行っています。

(ⅱ) 経営者の役割

代表取締役社長は、経営会議の長を担っており、環境課題に係る経営判断の最終責任を負っています。経営会議で議論・評議された内容は、最
終的に取締役会へ報告・付議を行っています。

b. リスク管理

(ⅰ) リスクを評価・識別するプロセス

・主管部門において、リスクを「影響度」と「発生確率」ともに各4段階で評価します。

・評価結果を取締役会に報告し、取締役会にて議論を行い、評価結果を決議します。

(ⅱ) リスクを管理するプロセス

・主管部門において特定したリスクごとの対策を実施します。

・取締役会において、実施状況の報告を適宜行います。

なお、TCFD等の枠組みに基づく開示については、当社ウェブサイトをご覧ください。

https://www.basenet.co.jp/company/sustainability/

【補充原則4-1-①】

取締役会は、法令または定款に定める事項の他、経営上の業務執行の基本事項について決定するとともに、その執行を監督する機関と位置付
けております。

なお、定款、取締役会規程、執行役員規程、職務分掌規程、職務権限規程等において、取締役会の決議事項、経営陣の職務権限を明確化してお
ります。

【原則4-9】

当社では、独立社外取締役の独立性については、会社法及び東京証券取引所が定める独立性判断基準を考慮して判断しております。また、独立
社外取締役を選任する際には、高い専門性と知見、豊富な経験を有し、それをもとに取締役会において当社経営陣からの独立した立場で、客観
的な助言と経営の監督が行える人物を候補者として選定しております。

【補充原則4-10-①】

当社は、取締役会の任意の諮問機関として構成員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置しております。

これにより、指名報酬委員会から適切な関与・助言を得ることができ、取締役の指名（後継者計画を含む）および報酬等の決定に係るプロセスの
透明性・客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。

【補充原則4-11-①】

取締役会は、業務執行の監督と重要な経営判断を行うために多様な経験や考え方を持った取締役で構成されるとともに、迅速な意思決定等のた
め、機動性を確保することが必要と考えております。

また、他社での経営経験を有する者や専門分野に精通した者を独立社外取締役として過半数以上選任し、ガバナンスの強化とともに会社の持続
的成長と企業価値の向上に努めております。

選任に関する方針・手続は【原則３－１】に記載のとおりです。

なお、当社取締役のスキルマトリックスは、当該報告書の最終ページに記載しております。

【補充原則4-11-②】

社外取締役の４名は当社グループ以外の他の団体役職員を兼任しておりますが、当社取締役会の出席には支障がなく、その役割および責務を



適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向けられており、合理的な範囲にとどまっていると認識しております。

また、取締役の兼任状況については、有価証券報告書等を通じて毎年開示いたします。

【補充原則4-11-③】

2022年度より、各取締役の自己評価に基づき、取締役会の実効性について分析・評価を行い、取締役会の運営等の改善に活用しております。

2024年12月期につきましては、取締役会の役割・機能、構成、運営、監査機関との連携、社外取締役との関係、株主・投資家との関係等の観点か
ら分析・評価を行った結果、取締役会は適切に運営され、取締役会全体の実効性は確保されていることを確認しました。

【補充原則4-14-②】

社外から選出された新任取締役に対しては、代表取締役または他の取締役が、当社の概要及び課題等の説明を行っております。

社内から選任された取締役については、その役割を果たすため個々の役割・責任に応じた外部機関のセミナー・交流会等（全額当社負担）を活用
し関連知識・スキルの修得に努めております。

【原則5-1】

当社は、株主との信頼関係を築くため、また企業価値の向上のために株主との対話を重視しております。

当社の株主との建設的な対話に関する方針は以下のとおりです。

(1)株主との対話全般に目配りを行う経営陣または取締役の指定

代表取締役社長、常務取締役管理本部長

(2)対話を補助する社内のIR担当、経営企画、総務、財務、経理、法務部門等の有機的な連携のための方策

IR室がIR担当機能を有しております。IR担当部門は、開示資料の適切な作成ならびに株主や投資家との建設的な対話の実現のため、財務、経
理、法務のみならず、事業を推進する部門とも連携し、業務を行っています。

(3)個別面談以外の対話の手段（例えば、投資家説明会やIR活動）の充実に関する取組み

株主・投資家向けには、決算説明会において、決算および事業の詳細について説明を行います。また、内容は当社ホームページにも掲載し、広く
株主・投資家へ公開しております。

(4)対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策

株主や投資家との対話において把握した株主・投資家の意見・提案等については、必要に応じてレポートにまとめ、取締役、経営陣幹部および社
内関係部門にフィードバックする等行ってまいります。

(5)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策

インサイダー情報の取扱いについては、「インサイダー取引防止規程」に基づき、未公表の重要事実の管理を徹底し、適切に対応しています。決
算情報に関しては、情報漏えいを防ぎ、公平性を確保するために、沈黙期間を設け、この期間中の決算にかかわる問い合わせへの回答やコメン
トを控えています。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（初回）

英文開示の有無 有り

該当項目に関する説明

当社は、先進のIT技術を駆使して「お客様に対して常に新しい価値を提供し続ける」ことを使命とし、長期的な企業価値向上と持続可能な経営を目
指しております。その中で資本コストや株価も意識をしております。

現状は2019年の上場以降6期連続でROEは25％以上を維持しており、資本コスト約6.5％（CAPMベース 当社算出）を上回っております。PBRも基

準となる1倍を安定して上回っております。この水準の維持・向上を図るために利益成長の継続と安定した株主還元、また市場との対話も強化して
いく考えでございます。

詳細につきましては決算説明資料をご参照ください。

（決算説明資料　日本語版：https://ssl4.eir-parts.net/doc/4481/ir_material_for_fiscal_ym/173377/00.pdf）

（決算説明資料　英語版：https://ssl4.eir-parts.net/doc/4481/ir_material2/245297/00.pdf）

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

中山アセット株式会社 7,731,200 41.85

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,694,900 9.18

伊藤商事株式会社 1,346,200 7.29

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 623,100 3.37

村崎　小雪 412,800 2.23

ベース社員持株会 392,600 2.13

秦　小虎 327,600 1.77

野村信託銀行株式会社（投信口） 273,200 1.48



後藤　督一 264,000 1.43

和田　成史 240,000 1.30

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名



社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

和田　成史 他の会社の出身者 ○

上野　亨 他の会社の出身者

木脇　秀己 他の会社の出身者 △

栗原　章 公認会計士

島田　知子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

和田　成史 　 ○

和田 成史氏が代表取締役社長を務める

株式会社オービックビジネスコンサルタン
トと、当社との取引はありますが、一般企
業としての通常取引であり、当社の主要な
取引先に該当しないことから、同氏の独立
性に影響を及ぼす恐れは無いと判断して
おります。

和田 成史氏は株式会社オービックビジネスコ

ンサルタントの代表取締役社長、かつ、創業者
でもあり、企業経営者としての幅広い経験と高
い見識を有しております。併せて、同氏は一般
社団法人コンピュータソフトウェア協会（現一般
財団法人ソフトウェア協会（ＳＡＪ））において８
年４期の間会長を務め、2014年に名誉会長に
就任（現任）しており、ＩＴ業界の幅広い経験と高
い見識も有しております。

このことから、社外取締役として、その職務を適
切に遂行できるものと判断しております。

また、同氏は当社の独立性を満たしており、当
社との間に特別な利害関係は存在していない
ことから、一般株主との利益相反が生じる恐れ
がないと判断し、独立役員として指定していま
す。

上野　亨 　 ○ ―――

上野 亨氏は証券業界における豊富な知識や

経験を有しているとともに、多数の企業におい
て社外役員等を歴任し、加えて株式会社Paym
ent Technologyでは企業経営者としての幅広い

経験と高い見識を有しております。

このことから、社外取締役として、その職務を適
切に遂行できるものと判断しております。

また、同氏は当社の独立性を満たしており、当
社との間に特別な利害関係は存在していない
ことから、一般株主との利益相反が生じる恐れ
がないと判断し、独立役員として指定していま
す。

木脇　秀己 ○ 　 ―――

木脇 秀己氏は、当社が属する情報サービス業

の業務に精通していることに加え、富士通株式
会社で永年要職を歴任し、企業経営において
も幅広い経験と高い見識を有していることか
ら、当社の社外取締役（常勤監査等委員）に適
任と判断し選任しております。



栗原　章 ○ ○ ―――

栗原 章氏は過去に社外役員となること以外の

方法で直接会社経営に関与された経験はあり
ませんが、公認会計士として豊富な経験と高い
専門知識を有していることに加え、上場企業の
監査役の業務経験を有していることから、当社
の社外取締役（監査等委員）に適任と判断し選
任しております。

また、同氏は当社の独立性を満たしており、当
社との間に特別な利害関係は存在していない
ことから、一般株主との利益相反が生じるおそ
れがないと判断し、独立役員として指定してい
ます。

島田　知子 ○ ○ ―――

島田 知子氏は、過去に直接会社経営に関与さ

れた経験はありませんが、弁護士として豊富な
経験と高い専門知識を有していることから、当
社の社外取締役（監査等委員）に適任と判断し
選任しております。

また、同氏は当社の独立性を満たしており、当
社との間に特別な利害関係は存在していない
ことから、一般株主との利益相反が生じるおそ
れがないと判断し、独立役員として指定してい
ます。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社は、取締役会において「内部統制システム構築に関する基本方針」を決議し、監査等委員である社外取締役及びその使用人がその役割を十
分に果たせる環境を保証しております。

補助使用人の独立性を担保するため、監査等委員会より指揮命令を受けた補助使用人は、当該指揮命令を受けた業務を他の業務に優先して遂
行するとともに、当該指揮命令を受けた業務に関して、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮命令は受けないものとします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査、監査等委員会監査、及び、会計監査の監査対象範囲は、一部重複する部分があるため、定期的な情報交換会等によって連携を図っ
ております。それによって、計画のすり合わせやフォローアップ、作業分担の確認、調整等を行い、それぞれの監査業務における重複を避けて無
駄をなくし、適切な監査業務の実施に努めております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）



指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 1 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 1 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

任意の諮問機関として独立社外取締役2名、社内取締役1名で構成される指名報酬委員会を設置し、取締役の選解任及び報酬等に関する評価・
決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化をはかり、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員については全て独立役員として指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は取締役及び従業員向けのインセンティブ・プランとして2017年11月に時価発行新株予約権信託を利用した第１回新株予約権（時価発行新
株予約権信託による有償ストックオプション）を発行しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

企業価値の増大を図ることを目的として、将来の当社及びその子会社・関連会社の取締役及び従業員向けのインセンティブ・プランとして、2017年
11月に時価発行新株予約権信託を利用した第１回新株予約権（時価発行新株予約権信託による有償ストックオプション）を発行しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬総額が1億円以上の者が存在していないため、個別報酬の開示はしておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、役員報酬に関する規定として、役員報酬の種類、決定・改定等の取り扱いを
定めております。当規定に基づき、株主総会で承認された限度額の範囲内において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、会社
の業績や経営状況、及び各人の成果や責任等を勘案するとともに、指名報酬委員会の答申結果を踏まえて、取締役会において決定しておりま
す。当事業年度の役員報酬につきましては、固定報酬に加え、業績等を鑑み賞与の支給を行っております。また、監査等委員である取締役につ
いては、監査等委員会規程・監査等委員会基準に基づき、監査等委員会において決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

執行役員総合企画部長より取締役会の開催日、議案及びその詳細等について事前報告するとともに、十分な情報提供を行い、経営状況に関して
情報交換並びに意見交換を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

①コーポレート・ガバナンス体制

(１)企業統治の体制の概要

当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。

監査等委員がすべて社外取締役で構成されている監査等委員会において、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことにより透明性の高
い経営を実現するとともに、監査等委員である取締役が取締役会の業務執行決定権限を有することによって、経営の適切な意思決定及び執行の
迅速化を図ることができると認識しております。

また、当社では経営理念、企業指針、行動規範並びにコンプライアンス規程等の諸規定を定めて社員への周知徹底を図っており、コンプライアン
ス体制や内部統制システムの整備、維持、向上に努めております。

(２)取締役・取締役会

取締役会は、社外取締役５名（うち、独立役員４名）を含む取締役７名で構成され、毎月１回開催しており、法的決議事項、経営方針及び会社の重
要事項等についての意思決定を行うとともに、監査等委員会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行の監視・監督を行っ
ております。

また、迅速かつ適切な対応を図るべく、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な意思決定を行っております。

(３)監査等委員・監査等委員会

監査等委員会は社外取締役３名（うち、独立役員２名）の監査等委員で構成されております。毎事業年度の初めに作成される監査計画書に基づき
会計監査及び業務監査を実施しております。

(４)指名報酬委員会

指名報酬委員会は社外取締役２名（うち、独立役員２名）を含む３名で構成されております。指名報酬委員会の目的といたしましては、取締役会の
諮問機関として取締役の選解任及び取締役報酬の水準、構成の妥当性、並びに決定プロセスの透明性・客観性を担保することにより監督機能の
強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることであり、取締役会の諮問に基づき、取締役の選解任及び報酬に関する事項の
審議・答申を行っております。

(５)経営会議

経営会議は、常勤取締役、執行役員が出席し毎月１回開催しており、経営に関わる事項の中でより議論が必要だと思われる事項について評議を
行っております。

これにより、より質の高い合意形成が得られ、実効性のある決定が可能となっております。

(６)予実会議

予実会議は、毎月１回開催しており、社長については四半期ごとに出席し、社長を除く常勤取締役、執行役員、各部門長は毎回出席し、部門ごと
及び主要顧客ごとに前月の実績とその結果分析及び改善策と今後の見通しに関する報告を行っております。

これにより、問題点の未然防止や早期解決が図られており、予算統制が可能となっております。

(７)コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、常務取締役管理本部長が委員長を務め、法令に則した社内規定の整備や定期的なコンプライアンス教育の実施・遵
守を図っております。

(８)情報セキュリティ委員会

情報セキュリティ委員会は、上席執行役員総合企画部長が委員長を務め、当社オフィスや社内システム等に関する脆弱性について毎年確認を実
施しており、適宜対策の見直し・強化を行っております。また、全社員及び協力企業の要員に対して情報セキュリティ教育及び試験を定期的に実
施しており、情報セキュリティルールの理解と意識の向上に努めております。

(９)執行役員制度

経営の意思決定の迅速化、意思決定機能と執行機能の分離及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。

この制度により、取締役会の業務執行に対する監督強化、及び、意思決定の迅速化による経営の健全性、透明性、公正性の確保に努めておりま
す。

なお、執行役員は取締役会で選任された13名で構成され、その任期は１年であります。



(10)弁護士・税理士・社労士

当社は、重要な法務、税務、及び、労務に関する課題については、顧問弁護士や顧問税理士又は顧問社労士と協議を行い、必要な対応を図って
おります。

②監査の状況

(１)監査等委員会監査の状況

監査等委員会は社外取締役３名（うち、独立役員２名）の監査等委員で構成されております。監査等委員である取締役には公認会計士や弁護士
として豊富な経験と高い専門知識を有している者も含まれており、各々の職業倫理の観点で経営監視が行われる体制を整備しております。

監査等委員会監査は、毎事業年度の初めに作成される監査計画書に基づき会計監査及び業務監査を実施しており、月１回の定時監査等委員会
の他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。

会計監査については、会計監査人から定期的に報告を聴取するほか、監査上の主要な事項（Key Audit Matters）について協議を行う等の連携を

した上で、監査等委員会で定めた重点項目を対象に監査を実施しております。業務監査については、内部監査室と連携した上で、取締役の業務
執行状況（競業避止、利益相反等のコンプライアンスに関する検証等を含む。）を対象に監査を実施しております。監査結果については、監査報告
書を作成するとともに、取締役会に出席して意見陳述を行う等、監査の実効性確保に努めております。

また、期末監査においては、監査報告書を作成の上、取締役会・株主総会に提出・報告しております。

更に、監査等委員は、株主総会に提出される議案及び書類について違法又は著しく不当な事項の有無を調査し、必要に応じて監査報告書にて株
主総会に報告しております。

監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査方針及び監査計画の策定に加え、取締役会やその他の重要会議への出席や決裁書類
等の重要書類の閲覧、財産の調査、代表取締役やその他の取締役との意見交換等を通じて、取締役の職務執行状況や法令順守状況、内部統
制機能の整備・運用状況が適切かを協議しております。また、会計監査人の評価、再任の適否、監査報酬の妥当性の協議を行っております。

また、常勤監査等委員の活動として、取締役会以外の重要会議への出席、重要書類の閲覧、本社各部門及び子会社の状況調査、会計監査人や
内部監査室等との意見交換を行っており、その情報を監査等委員会に報告することで監査等委員会監査の実効性向上を図っています。

(２)内部監査の状況

当社は社長直轄の内部監査室を設置し、社長の任命を受けた内部監査室長１名が、法令及び諸規定、並びに経営方針に準拠し効率的に運用さ
れていることを検証、評価及び助言することにより、不正・誤謬の未然防止等を図り、経営効率の増進に努めております。なお、監査結果は社長及
び取締役会、並びに監査等委員会に報告し、被監査部門に対しては結果及び所見について講評するとともに、被監査部門の責任者からその改善
処置、方針等の回答を求め、確認を行っております。

(３)会計監査の状況

イ．監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

ロ．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士　鈴木博貴

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士　天野清彦

ハ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、その他４名であります。

③取締役の責任免除

当社と社外取締役は、会社法第427条第１項及び当社の定款第30条の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契
約は、当該社外取締役がその職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を損害
賠償責任の限度とし、最低責任限度額を超える額については、損害賠償責任を免除するものであります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、執行役員制度を設置することにより、「取締役会の経営に関する意思決定機能及び業務執行に関する監視・監督機能」と「執行役員の業
務執行機能」を分離し、意思決定の迅速化、並びに、経営の健全性、透明性、公正性を確保しております。

また、当社は監査等委員会設置会社を選択し、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。これにより、取締役会の議決権を
有する監査等委員である取締役が監査を行うことで監査・監督の実効性を向上させるとともに、社外取締役の比率を高めることによって、当社の
コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。また、内部監査室及び会計監査人との情報連携を活かした監査を行っております。

これにより、効果的かつ適正に経営監視・監督機能を果たすことができるため、現状の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 当社は、招集通知の発送を可能な限り法定期日より早期に発送するよう努めております。

集中日を回避した株主総会の設定 当社は12月決算の企業であり、株主総会の集中日を回避する決算期となっております。

電磁的方法による議決権の行使
株主の皆様による積極的な議決権行使を行っていただくため、インターネットを通じた議
決権の行使が可能となっております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用を開始
しています。



招集通知（要約）の英文での提供 当社ホームページにて、英語版の招集通知を日本語版と同日に掲載しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 年1回以上、個人投資家向けの決算説明会を開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期及び本決算毎に決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社のホームページに決算短信、有価証券報告書、その他適時開示資料を含
めたIR資料を迅速に開示してまいります。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR室が担当いたします。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「経営理念」および「企業指針」を定め、各ステークホルダーを尊重しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
環境保全のために、当社従業員および協力会社社員にエコバッグ配布を行うなど、意識的
に活動をしております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ステークホルダーの保護及び取引の公正性の観点から、関係法令及び取引所が定める適
時開示規程等を遵守し、投資判断の根拠となる情報を適時・適切に開示することを情報開
示の基本方針としております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は取締役会で以下のとおり「内部統制システム構築に関する基本方針」を決議し、整備しております。

１．取締役・執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社の取締役・執行役員は、高い倫理観を持つとともに法令および定款を遵守するため、当社では「経営理念」、「経営指針」、「行動規範」を定
め、使用人への周知徹底を図ります。

各部門は、所管する業務に対して遵守しなければならない法令および社内規定を理解し、遵守に努めます。

当社は、全社的なコンプライアンス意識の向上とリスクの低減を図るべく、コンプライアンス委員会を設置し、当社を取り巻くリスク環境下において
優先度や緊急度を踏まえ、状況に応じた最善の対応を図ります。

内部監査部門は、業務が適切に実施されていることを監査し、問題が発見された場合には、当該事項を指摘し改善を促します。

２．取締役・執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役・執行役員の職務の執行に係る記録は、「文書管理規程」等の規定により作成、保管するとともに、取締役（監査等委員である取締役を含
む）が必要に応じてこれらの文書等を閲覧できる状態を維持するものとします。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「取締役会規程」、「組織規程」、「職務分掌規程」、「決裁権限規程」その他規定を定め、所定の決裁・承認を得た後に業務を遂行します。

また、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会、個人情報保護委員会を設置し、リスクの低減に努めます。

万が一リスクが顕在化した場合には、「リスク管理規程」に基づき迅速な対応を行い、損害の発生を最小限に抑えます。

４．取締役および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

執行役員制度を導入したことにより、意思決定機能と執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化を図ります。

また、「組織規程」、「職務分掌規程」、「決裁権限規程」により、取締役、執行役員、および、使用人の職務分掌と決裁権限を定めており、執行役員
制度と併せて機動的な業務執行を行います。

５．当社およびグループ会社における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制



当社の取締役が子会社の取締役または監査役を兼務し、子会社の取締役会に出席することにより、業務上の重要事項等について報告を受けま
す。

(2)子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

子会社においてリスク管理上懸念の事実が発見された場合、子会社の取締役または監査役を兼務する当社の取締役を通じて当社グループ間の
連携強化を図り、必要な措置を講じます。

(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

子会社の事業運営については「関係会社管理規程」に基づき、総合企画部が主管部署となって子会社の管理を行います。また、経営に関しては、
子会社の経営の独立性等を尊重しながら、重要事項については当社の取締役会で審議を行います。

(4)子会社の取締役等および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

常務取締役をコンプライアンス委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス規程に従って法令や定款等、遵守すべき具体的な
事項についての理解を深めるとともに遵守体制を構築します。当社の内部監査担当者は、子会社の監査役や管理部門と連携し、子会社の管理状
況および業務活動について内部監査を行います。

６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

内部監査室を監査等委員会の職務を補助する部門とし、内部監査室に所属する使用人を監査等委員会の職務を補助する使用人（以下、「補助使
用人」という。）とします。

また、監査等委員会は、必要に応じて監査等委員会の職務補助のため内部監査室以外に所属する使用人を補助使用人とすることができることと
し、その人事については、取締役（監査等委員である取締役を除く）と監査等委員会が協議を行うものとします。

７．補助使用人における取締役からの独立性に関する事項、ならびに、補助使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

補助使用人の独立性を担保するため、監査等委員会より指揮命令を受けた補助使用人は、当該指揮命令を受けた業務を他の業務に優先して遂
行するとともに、当該指揮命令を受けた業務に関して、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮命令は受けないものとします。

８．取締役・執行役員および使用人等から監査等委員会への報告に関する体制

内部監査の実施状況および監査結果、ならびに、内部通報制度により入手した通報内容は、監査等委員会に報告することとします。

その他、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した者は、監査等委員会に速やかに報告することとします。

９．監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

内部通報制度運用規程により、当社は通報者が通報したことを理由に通報者に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならないこ
と、また、通報者に対して不利益な取扱いを行った者に対して処分を課すこととします。

10．監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員は、職務の執行にあたり必要な場合において、弁護士や会計監査人等に相談することができ、その費用は当社が負担するものとしま
す。

11．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社の監査等委員会と当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）は、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するた
め、定期的な意見交換会を設定するものとします。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、「反社会的勢力対応規程」において、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固として
これを拒絶することを規定しております。

２. 反社会的勢力排除に向けた整備状況

(a) 社内規程の整備状況

当社は、上記規程のもと、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力排除マニュアル」を制定し、反社会的勢力との一切の接触を禁止しており
ます。

(b) 対応統括部署及び不当要求防止責任者

当社は、反社会的勢力への対応統括部署を総務部と定めるとともに、不当要求防止責任者を選任しております。

また、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに対応統括部署に報告・相談する体制を整備し、関係遮断に努め
ております。

(c) 反社会的勢力の排除方法

① 取引先について

イ．新規取引先について

原則として、総務部において反社会的勢力との関係の有無を調査します。

取引の開始時には「反社会的勢力との関係がないこと」を確認し、契約書においては「関係を持った場合」の具体的な対応方法について反社会的
勢力排除条項にて明記することとしております。

ロ．既存取引先について

通常必要と思われる注意を払うとともに、一定の範囲を対象として、定期的に調査・確認を実施しております。

ハ．既存取引先が反社会的勢力と関係を有すると判明した場合や疑いが生じた場合

速やかに取引関係を解消する体制をとることとしております。

② 株主について

第三者割当など当社の意思を反映し得る場合は、事前に調査を行い、反社会的勢力を排除することとしております。また、上場後においても、一
定の範囲の大株主等を調査対象とし注意を払ってまいります。

③ 役員について

社外招聘者を含め取締役候補者等とする場合は、事前に調査を行い、反社会的勢力関係者の排除に努めております。また、取締役及び執行役
員から反社会的勢力と一切関わりのない旨の誓約書を徴求しております。

④ 従業員について

従業員については、採用に当たって一定の注意を払うと共に反社会的勢力と一切関わりのない旨の誓約書を徴求しております。これは、中途採
用者についても同様の取扱いをしております。

(d) 外部の専門機関との連携状況

当社は、万世橋警察署への訪問、東京都公安委員会への暴力団員による不当な行為の防止等に関する責任者の届出、外部講習会・セミナー等



に参加しており、日常の情報収集や緊急時対応のため、警察、弁護士等外部専門機関との連携体制を構築しております。

(e) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

当社は、対応統括部署に反社会的勢力に関する情報を集約し、帝国データバンクによる企業概要調査や日経テレコン21による記事検索、イン
ターネットでのキーワード検索等情報の収集・管理を一元化しております。

(f) 研修活動の実施状況

当社は、定期的に役員及び全社員に対してコンプライアンス研修を実施し、反社会的勢力排除に向けた体制整備を図っております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

１．適時開示体制の整備に向けた取組み

投資家が当社への投資価値を的確に判断するために必要な会社情報を適時適切に開示することを基本方針として、直ちに適切な開示が行える
よう、ディスクロージャー体制を構築しております。

適時開示に関する教育に関しては、役員・従業員に対して重要会議及び研修会等の機会をとらえて適時開示の対象となる重要事実について周知
徹底を図っております。

また、取引所の規則等に基づく適時開示は当然のこと、当社ホームページにおいて、適時開示制度において開示を求められていない事項につい
ても可能な限り迅速かつ分かりやすい情報開示を行う方針です。

２．適時開示体制および手続き

(１)適時開示体制

当社は、情報取扱責任者に常務取締役管理本部長を任命し、適時開示に関してはIR室が担当しております。

(２)適時開示手続き

(a)決定事実に関する情報

取締役会等の重要会議における付議事項は、情報取扱責任者に予め報告され、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討できる仕組みと
なっております。重要事実に該当するものがあれば、決議後直ちに開示できるよう開示担当部署であるIR室に開示資料の作成を指示し、取締役
会の了承を得て開示いたします。

(b)発生事実に関する情報

重要事実に該当する可能性がある事実が発生した場合、発生部署の部門長は速やかに情報取扱責任者へ報告を行います。情報取扱責任者は
適時開示の対象となる重要事実であるかどうかを検討し、重要事実に該当すると判断された場合は、直ちにIR室へ開示資料の作成を指示し、速
やかに開示いたします。

(c)決算に関する情報（四半期を含む）

財務部を中心にIR室等と共同して、決算開示資料（決算短信、四半期決算短信）を作成し、取締役会の了承を得て開示いたします。

【コーポレートガバナンス体制】






